
 

 

 

 

 

令和６年（2024年）１０月３１日 

遺構影響木の撤去作業について 

 

 

 

 

 

記 

   

１．令和 6年度の作業期間 

  令和 6年（2024年）１１月７日（木）から１２月２０日（金）まで 

  ※準備作業等の進捗に伴い、時期を変更する可能性があります 

   

２．撤去位置図 

  別紙参照 

 

３．業務名 

  熊本城遺構影響木撤去業務委託 

 

４．業務概要・経緯 

  熊本城内には、根の成長により石垣に変形や毀損を生じさせる危険性がある樹木（遺構影

響木）が存在しています。樹木点検の結果、撤去が必要であると判断された遺構影響木 146

本については、今年度から年間約 30本ずつ 5年程度かけて撤去を進めていきます。 

 

 

 

 

Kumamoto City  

News Release 

【お問い合わせ先】 

熊本城総合事務所 復旧整備課 

課長 岩佐 

担当者 布田 

℡ 096-328-2858 

熊本城の石垣を守るため、石垣に悪影響を及ぼすと判断された樹木（遺構影響木）の撤去

作業を開始しますのでお知らせします。 

なお、今年度から遺構影響木の撤去作業を開始し、年間約 30 本ずつ 5 年程度かけて撤

去を進めていきます。 



凡 例

R6施工箇所

遺構影響木撤去位置図（全体）

熊本市役所

城東小学校

撤去予定（全体）：146本
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熊本県立第一高校

桜橋

遺構影響木撤去位置図（R6施工箇所）

凡 例

撤去予定（R6）：27本


